
本部長 市長

副本部長 副市長（生活支援部担当）

委員

副市長（副本部長ではない者）、市長公室長,、企画財政部長、行政管理部長、

生活支援部長、福祉事務所長のうち生活支援部長が指名する者

生活支援部、市長公室、企画財政部、行政管理部、福祉事務所長

生活保護適正実施推進担当

・貧困ビジネス、就労支援及び医療・介護対応にそれぞれ

担当者を構成

・会計年度任用職員（警察ＯＢ等）

・弁護士（相談すべき問題が生じた場合に相談する。）

・事案により、嘱託医・各福祉事務所の各種適正化推進員

（医療・介護等）と連携

各福祉事務所

適正化推進本部

東大阪市生活保護行政適正化推進本部の構成

構成メンバー

政策調整室次長、行財政改革課長、人事課長、財政課長、生活福祉室長、福祉事務所長のう

ち生活支援部長が指名する者、生活福祉課、福祉事務所保護担当課長のうち生活支援部長が

指名する者

市長をトップとする生活保護行政

改革意思決定機関

幹事会

指示

助言

報告

報告

相互連携


